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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和４年 12 月 13 日（火）午前８時 54 分～午前９時 47分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「狛江市公共施設整備計画（令和

４年度改訂版）（案）について」の説明をお願いします。

部 長 令和４年３月に狛江市公共施設総合管理計画が改訂され、令和４年 11 月

に「狛江市民センター改修基本構想」及び「狛江市新図書館整備基本構想」

が策定されたことに伴い、狛江市公共施設整備計画（令和４年度改訂版）（案）

を作成しました。主な変更点について説明します。２ページを御覧ください。

「１-４見直しの背景」の項目を新規に追加し、令和４年 11 月に策定された

「狛江市民センター改修基本構想」及び「狛江市新図書館整備基本構想」に

伴う図書館や市民活動支援センターの移転等の整備予定といった今回の改

訂にかかる経緯を記載しています。また、学童クラブについては、「狛江市

待機児対策検討報告書～学童クラブ編～（第５版）」を基に、小学生人口増

や学童クラブ需要の伸長に対応すべく、当面の児童増に対応するための対策

を行うこと、社会情勢の変化等に伴う児童数の増減の見込みに合わせ、施設

整備等を検討する旨を記載しています。今回の改訂に伴い、市民センター及

び新設図書館整備による整備費の増加分については、整備費用全体で平準化

したことにより、整備スケジュール等に変更が生じています。これらの変化

に対応するために、令和５年度以降の整備計画を見直しています。また、旧

狛江第四小学校跡地利用や古文書・文化財展示場所については、今後検討し

ていくとしています。平成 31 年度整備計画策定以降に実施した主な整備実

績を３ページに記載しています。７ページ「今後 10 年間の課題」について、

市民センター・新図書館の各基本構想に則り、整備を進めていくとし、旧狛

江第四小学校跡地の利用に併せて校舎棟で保管している文化財等の保管場

所を確保する必要があるとしています。７・８ページの「これまでの成果と

今後の課題」については、表の一番下に説明書きを加え、現在の計画から令
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和４年度までの間に実施した事業や現在の整備計画からの変更点について

追記し、対象の事業に※印をつけています。また、現在の整備計画では、根

川学童に関する記載がありましたが、待機児対策推進本部会議にて整備しな

い方向となったため、表記を削除しています。15 ページ「５-１運用状況・

活用状況」を御覧ください。「小学校」及び「今後」の項目に 35 人学級への

対応や多摩川住宅建替えに伴う児童・生徒数の変動について反映し、和泉小

学校・狛江第三中学校については、将来的に児童・生徒の増加に伴う学級数

の増加が見込まれることから、これらを含めた検討が必要としています。30

ページを御覧ください。現在の整備計画では「６-４個別施設の課題」のみ

としていましたが、６-４を個別施設の状況とし、今回の改訂までの間に個

別施設の状況に変更が生じた施設として、市民センター、新設図書館、学童

クラブを示しています。今後検討していくべき項目として、「６-５個別施設

の課題」に旧狛江第四小学校跡地及び古文書・文化財等保管場所を示し、旧

狛江第四小学校跡地については９月に策定した跡地利用に関する基本的な

考え方に則り、防災機能・体育施設機能を確保しつつ、跡地利用を検討して

いくとしています。35 ページの整備スケジュールを御覧ください。市民セン

ター及び新設図書館の整備に伴う公共施設整備費用の増加分を反映し、整備

費用全体で平準化したことにより、現在の整備計画から整備スケジュールに

変更が生じています。表の右側に変更内容及び備考を記載し、当初のスケジ

ュールから削除された施設については表の下に記載しています。また、令和

３年度までの工事費計は実績値に更新しています。その他、現状に合わせて

数値や説明書きを更新しています。主な修正点は以上となります。内容を確

認いただき、意見があれば 12 月 16 日までに政策室へ連絡してください。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 改正の背景では言及がありませんが、ゼロカーボンシティ宣言や環境負荷

低減について、省エネの取組等、電力使用量を少なくしていくためのポリシ

ーを考えていく必要があると思います。

部 長 22ページの環境負荷低減の項目は従来からありますが、今回の改訂案作成

に伴いゼロカーボンシティ宣言を踏まえ、環境負荷低減を図る旨を記載して

います。

部 長 令和４年度にゼロカーボンシティシナリオを作成したため、そちらとの整

合を図っていきたいと思います。

市 長 他に意見等なければ、次回以降の庁議において継続審議とします。続いて、

審議事項２「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部を

改正する条例（案）骨子に対するパブリックコメント及び市民説明会の結果

について」の説明をお願いします。
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部 長 12月７日庁議で説明しました狛江市の市民参加と市民協働の推進に関す

る基本条例の一部を改正する条例（案）に対するパブリックコメント回答案

について、各部に確認いただいた結果、文言等の整理をしましたが、内容に

ついての修正はなかったことから、改めて審議いただき、了承いただけまし

たら、今後、狛江市市民参加と市民協働に関する審議会で改めて意見を伺っ

た上で、令和５年第１回定例会に条例改正の上程をさせていただきたいと考

えています。

市 長 第４回定例会でも市民委員のあり方について言及がありましたので、令和

５年度審議会で諮問していく予定です。特に意見等なければ、案のとおり決

定します。

次に、報告事項１「第８回こまえ初春まつりの実施について」を報告して

ください。

部 長 「第８回こまえ初春まつり」は、「狛江市消防団出初式」、「狛江多摩川ロ

ードレース大会」、「どんど焼き」の３つのイベントを中心に開催し、狛江市

前期基本計画推進プランの主要事業の取組に位置付けられています。

本イベントは平成 27 年１月から実施され、令和４年度は令和５年１月８日

に開催予定です。今回は、令和４年度からオープンしたぽかぽか広場を利用

し、市内各店舗等による狛江 Market を実施するほか、ＦＣ東京シューティ

ングゴルフ、小田急電鉄なりきり駅長ブース、自衛隊車両展示ブースの出展

を行います。初春まつりの運営体制としては、令和３年度に続き、各事業の

所管部署の部内応援で実施していきます。令和５年最初の大きなイベントと

なるため、職員も是非参加してください。

市 長 続いて、報告事項２「庶務事務システムの運用開始について」を報告して

ください。

部 長 令和５年１月 13 日から職員課が新たに導入する庶務事務システムは、従

来紙媒体で運用されてきた、時間外申請、休暇申請、出張申請、打刻申請等

を、職員個人ごとに電磁的方法により手続することができるようにするもの

です。管理職を含めた職員の労働時間等の客観的な把握をシステム画面から

可能にし、かつ多様な働き方にも対応できる基盤を整備することも可能とな

ります。庶務事務システムの運用開始に当たっては、12 月 13 日から約１箇

月間の操作研修を兼ねたトライアル入力（テスト稼働）期間を確保すること

により、操作技術の庁内全体への安定的な浸透を図ります。庶務事務システ

ムの導入により、職員総数 975 人（令和４年 12月９日現在）の 84.6％に当

たる 825 人の職員について、紙媒体等の方法で実施されてきた手続を電子化

します。ＬＧＷＡＮ環境の未整備や担当課との協議結果等の制約条件により、

今回庶務事務システムの対象とならない 150 人の職員については、庶務事務
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システムへの登録は行うものの、当面は「利用停止中」の状態とし、当該制

約条件が解除され次第、順次対象者に編入するものとします。現時点で新型

コロナウイルス感染症の感染拡大が収束しておらず、大人数が集まる形式で

の説明会の開催が難しいこと、また数十分間の説明のみで操作機能に習熟す

ることは困難であり、実際に各機能を操作しながら理解することが現実的な

習熟方法であることから、庶務事務システムの導入に当たっては、説明会は

実施せず、説明動画の視聴と約１箇月間のトライアル環境を提供する方法に

より操作研修に代えるものとします。トライアル入力期間は、12 月 13 日か

ら 28日までとします。

なお、トライアル入力期間に入力された内容は、令和５年１月からの本稼

働環境には引き継がれないため注意してください。庶務事務システムは、令

和５年１月 13 日から本稼働します。庶務事務システムの対象となる職員は、

令和５年１月１日以降職員証であるＩＣカードを用いて出退勤時刻を記録

します。従前よりＩＣカードを使用して出退勤時刻を記録している職員につ

いては、現在の職員証を継続して使用します。庶務事務システムの対象とな

らない職員については、紙媒体のタイムカード等従前の方法により引き続き

出退勤時刻を記録します。令和５年１月１日から 12 日までは、本稼働に至

っていないため、打刻申請、各種休暇申請、振替申請及び超過勤務申請等の

手続は、１月 13 日以降速やかに遡及して手続を行うようにしてください。

庶務事務システムの代表的な機能については、資料のとおりです。

市 長 本件について質問等ありますか。

部 長 ガルーンで手続しても、１月１日から 12 日までの間の手続は遡及しなけ

ればいけないのでしょうか。

市 長 １月 12 日まではガルーンでの手続、13日からは庶務事務システムによる

手続とすることはできないのですか。

部 長 そのような取扱いが可能か確認します。

市 長 続いて、報告事項３「狛江市とリネットジャパンリサイクル株式会社及び

SG ムービング株式会社との協力に関する協定の締結について」を報告して

ください。

部 長 現在、宅配便を活用した使用済小型家電の回収をリネットジャパンリサイ

クル株式会社と協定を締結し行っていますが、新たに、テレビや冷蔵庫等い

わゆる家電４品目について回収の協定を締結しました。家電４品目は家電リ

サイクル法に基づき、市の粗大ごみの収集対象とせず、市民が市内電気店等

に申込みをして回収していましたが、利便性の向上と資源の有効活用を図る

ため、新たにリネットジャパンリサイクル株式会社へインターネット又は電

話で申込みを行い、指定した日に自宅から回収するサービスを開始します。
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協定内容としては、市はリネットジャパン及び SG ムービング株式会社が行

う家電リサイクルについて周知を行い、申込受付や回収・処分についてはリ

ネットジャパン及び SG ムービング株式会社が行います。庁議終了後、市ホ

ームページ・SNS を活用し周知を行います。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 市民が支払う金額や手続の流れはどのようになりますか。

部 長 通常家電量販店で支払う金額と同等ですが、回収する家電の大きさにより

金額が異なります。手続の詳細については整理し確認します。

副市長 狛江市が当該事業者との協定締結によるメリットについても説明できる

よう、併せて整理してください。

市 長 家電回収ということで市民の方も関心のある件かと思われるため、手続や

料金についてわかりやすく整理して市民向けにお知らせしてください。無許

可の回収事業者をめぐり回収時の高額請求や不法投棄等の問題もあるため、

このような事業はその抑止につながると思います。

その他ありますか。

部 長 和泉本町給水所耐震工事の延長についてです。令和３年９月 28 日庁議で

報告しました和泉本町給水所の耐震工事ですが、期間が延長されました。12

月 31 日までの予定でしたが、令和５年３月 31日までに変更となりました。

この間、災害時給水ステーションとしても開設されないことになります。広

報こまえ１月 15 日号、市ホームページ、Twitter、Facebook で周知を行いま

す。

市 長 他にありますか。

部 長 一般財団法人地域創造への派遣研修職員の募集についてです。11 月 29

日庁議でお知らせした当該募集について、募集期間を 12 月 16 日まで延長す

るため、再度職員への周知をお願いします。

市 長 他にありますか。

部 長 エコルマホールリニューアル記念コンサートについてです。エコルマホー

ルリニューアル記念として陸上自衛隊東部方面音楽隊コンサートを12月 11

日に実施しました。当日はアンコールを含めて 13 曲演奏いただき、当日キ

ャンセルも少々ありましたが、ホール定員の９割強の来場者数となりました。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、12 月 20

日午前９時 00 分から開催します。


